
 

【導入】 
「俺、おやじに見捨てられたわ」 
どこか割り切れないような表情を浮かべ、友人は私にそう言いました。 
 
彼は幼稚園からのつきあいで、高校生の時に両親が離婚。 
生活を支えるために高校を中退し、働かざるを得なくなりました。 
父親からは、養育費は”一切”出さないと告げられたそうです。 
 
彼の人生は、あの一件を境に、大きく変わってしまったように思います。 
そして彼は彼なりに、自分の道を生きています。 
でも、私は彼と会うたびに、何不自由ない自分と、親に振り回されて自らを犠牲にする彼と

の”歴然とした”差に、なんかモヤモヤするし、責任を果たさない親に怒りすら感じます。 
 
せめて、養育費さえあれば。  
彼の人生は、彼の運命は、全く違うものだったかもしれません。 
 
本弁論では、養育費を払わない親の責任と、その果たすべき使命について訴えます。 
 
 
 
【現状】 
そもそも養育費とは、 
子どもを養育しない方の親が、子供の生活を維持するために支払うお金のことです。 
 
民法では親は子どもの利益を最優先にしなければならないと定められています。 
そのため、親は子どもに自分の生活と同等、もしくはそれ以上の生活を保障しなければなり

ません。 
そして、この義務は離婚後も継続し、この義務を果たす手段として養育費があります。 
 
 
この養育費はひとり親家庭にとっては非常に重要なものです。 
ひとり親家庭の多くは、年収200万円程度。 
この場合、1人の子供に対して、年間約50万円の養育費が払われます。 
つまり、養育費が年収の4分の1にもあたるのです！ 
 
 
しかし、生活に重要な養育費。 
これを受け取れていない家庭が存在します。 
その割合はなんと 
全体の75％！ 
数にすると、なんと170万人もの子どもたちが養育費を受け取れていないのです。 
 
こうした子供たちは様々な不利益を被ります。 
 
例えば、生活の困窮。　 
養育費をもらえていない家庭の半数以上が貧困に陥っています！ 



 

 
さらに、将来の選択肢にも影響を及ぼします。 
大学や専門学校への進学など、自分が理想とする進路を実現できなかった割合は、二人親家

庭の5倍にものぼります。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
では、なぜ養育費が受け取れていないのでしょうか。 
それには、主に2つの場合が考えられます。 
 
まず、一つ目は取り決めがあるにも関わらず、不払いとなっている場合。 
 
そもそも養育費は、離婚後親が払わなければいけないものです。 
そのため、払う側の年収や生活状況なども考慮して、養育費の金額は設定されます。 
つまり、養育費が払えないという状況は起きないようになっているのです。 
 
それにもかかわらず、払いたくない、新たな家庭があるといった理由で、不払いが起きてし

まっています。 
 
二つ目は、親が養育費の趣旨を理解していないために取り決めを行わない場合。 
離婚方法の9割は、協議離婚が占めています。 
協議離婚では裁判所の関与が不要であり、夫婦間の合意のみで離婚を成立させることができ

ます。 
そのため、夫婦間での感情が先行したり、支払い能力がないと勝手に判断してしまい、 
多くの場合で養育費の取り決めがなされないのです。 
 
 
このように親の事情や勝手な都合によって養育費は支払われていません。 
 
この状況に対して、政府も対策を打っています。 
民事執行法改正により、取り決めを証明する公的な書類があれば、強制執行をすることが可

能になりました。 
しかし、こうした強制執行の対象となる、公的な書類による養育費の取り決めは、全体のわ

ずか1割。 
残りの9割の家庭では、公的な取り決めが為されていない、もしくは、取り決めそのものが
ないため、強制執行の対象外となってしまうのです。 
 
 
以上をまとめると、離婚し親権を持たない親は、養育費を払うことが義務付けられていま

す。 
しかし、払うことができるにも関わらず、その義務を果たしていない親が多くいるのです。 
 
 
 
【問題点】 
親になる。そして子供を養う。 
親の使命として、子供の幸せを実現するよう最大限努力するのは当然のことでしょう。 
子供たちは親を選ぶことができません。そして、どんな生活を送るかも選べない。 



 

だからこそ、子どもを養い、人生を支える使命は親にあるのです。 
 
離婚は夫婦の関係を終わらせます。 
しかし、親子の繋がりまで切ることはできません。 
離婚して、共に生活をしなくなった 
これは、親が子どもを育てる使命を放棄してもいい理由にはならない！ 
 
離婚という親の事情は子どもの生活は大きく変えます。 
たとえ離婚して会わなくなったとしても、お金を支払うことで生活を支えることはできるは

ず。 
養育費は、離婚した親が、子どもの生活を支えるためにできる、唯一の手段なのです！ 
 
だからこそ！ 
親は離婚したとしても、養育費という形で、その使命を果たすべきなのです！ 
 
 
【理念】 
私の理想は、親の使命が離婚後も果たされる、そんな社会を実現することです。 
そしてその使命は、養育費という形で最低限果たすことができます。 
 
少しでも多く、親が養育費を支払う。 
そして、離婚で諦めなければならなかった選択肢も、子供が選べるようになる。 
親が使命を最大限果たすことで、子どもたちの状況を離婚前に近づけることができます。 
そうすることで、離婚で受ける子供たちの影響を抑えることができるのです。 
 
離婚がなければあったであろう選択肢。 
子どもたちの将来をより明るいものにするために、親はこの選択肢を出来る限り残すべきな

のです。　 
 
 
【原因】 
ではこの現状を解決するにはどうしたらよいのでしょうか。 
まず考えられるのは「養育費を親に確実に払わせる」こと。 
つまり、「養育費の取り決め」と「取り決めを文書に残すこと」の義務化です。 
 
政府も民事執行法の改正をはじめ、「確実に払わせる」ための制度を整えてきました。 
しかし「養育費の取り決めとその文書化の義務付け」までは、踏み込んでいません。 
 
なぜでしょうか？ 
 
それは、直接会うことに問題がある夫婦が、一から取り決めを行うことは困難だからです。 
実際、法務省も、義務化による離婚の長期化について指摘をしています。 
 
つまり、現状の解決には、親に確実に養育費を払わせ、かつ迅速に離婚できる仕組みが必要

なのです。 
 



 

【プラン】 
そこで、私は1点のプランを提案します。 
それは、「基準型締結制度」の導入です。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
この制度では、離婚届を役所に提出した時点で、役所がガイドラインに基づいて養育費の金

額を算出。 
そして、離婚届に、養育費の金額、支払う主体、支払期限など、養育費についての取り決め

を記入します。 
このガイドラインは、アメリカの制度を参考に作成します。 
具体的には、子供の人数に準じて、親の年収の一定割合を養育費とします。 
これは、離婚以前と同じような子供の生活を維持するのに十分な水準で、 
さらに、年収をもとに金額は変動するため、常に養育費は払える範囲に収まります。 
 
このプランでは、現状の解決に必要な２つの要素も満たすことができます。 
まず、離婚の長期化を防ぐことができます。 
なぜなら、養育費について夫婦が話し合う必要がなくなるからです。 
つまり、夫婦間の心理的抵抗によって養育費の取り決めが長期化したり、取り決めがされな

かったりすることを防ぐことができるのです。 
 
また、離婚届が公的な書類として残されるため、万が一養育費の不払いが起きたとしても、

記載された取り決め内容をもとに強制執行を行うことができます。 
そのため、養育費の支払いは必ず行われるようになります。 
 
以上のプランにより、離婚の迅速性を妨げず、親に養育費という使命を確実に果たさせるこ

とができるのです。 
 
【締め】 
子どもが、今後どのような人生を歩むかという運命。 
この運命をより良いものにする親の使命。 
子どもの運命は、親が使命を果たすかにかかっています。 
親がその使命を、当たり前に果たす社会になることを願って、本弁論を終了いたします。 
ご清聴ありがとうございました。 
 
 
 


